
閣 議 及 び 閣 僚 懇 談 会 議 事 録 

開催日時：令和２年１１月１７日（火） ８：２１～８：３３ 

開催場所：総理大臣官邸閣議室 

出 席 者：菅 義 偉 内閣総理大臣 

麻 生 太 郎 国務大臣（副総理，財務大臣，内閣府特命担当大臣） 

武 田 良 太 国務大臣（総務大臣） 

上 川 陽 子 国務大臣（法務大臣） 

茂 木 敏 充 国務大臣（外務大臣） 

萩生田 光 一 国務大臣（文部科学大臣） 

田 村 憲 久 国務大臣（厚生労働大臣） 

野 上 浩太郎 国務大臣（農林水産大臣） 

梶 山 弘 志 国務大臣（経済産業大臣，内閣府特命担当大臣） 

赤 羽 一 嘉 国務大臣（国土交通大臣） 

小 泉 進次郎 国務大臣（環境大臣，内閣府特命担当大臣） 

岸 信 夫 国務大臣（防衛大臣） 

加 藤 勝 信 国務大臣（内閣官房長官） 

平 沢 勝 栄 国務大臣（復興大臣） 

小此木 八 郎 国務大臣（国家公安委員会委員長，内閣府特命担当大臣） 

河 野 太 郎 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

坂 本 哲 志 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

西 村 康 稔 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

平 井 卓 也 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

橋 本 聖 子 国務大臣（東京オリンピック・パラリンピック担当大臣，内閣府特命担当大臣） 

井 上 信 治 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

陪 席 者：坂 井 学 内閣官房副長官 

岡 田 直 樹 内閣官房副長官 

杉 田 和 博 内閣官房副長官 

近 藤 正 春 内閣法制局長官 

閣議案件：別添案件表のとおり。 

○一般案件      １件 

○国会提出案件    ５件 

○政令        ６件 

○人事        ２件 

○配布        １件 

いずれも，案件表のとおり，決定等となった。 
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議事内容： 

○加藤国務大臣：ただ今から，閣議を開催いたします。 

まず，閣議案件について，坂井副長官から御説明申し上げます。 

○坂井内閣官房副長官：一般案件等について，申し上げます。まず，信・解任状に認

証を仰ぐことについて，御決定をお願いいたします。本件は，「ギリシャ国」，「ジョ

ージア国」及び「ハンガリー国」駐箚特命全権大使の異動に伴い，交付すべき信任

状及び解任状であります。 

次に，質問主意書に対する答弁書５件について，お手元の資料のとおり，御決定

をお願いいたします。 

次に，政令６件について，御決定をお願いいたします。まず，「聴覚障害者等によ

る電話の利用の円滑化に関する法律の施行期日令」は，同法の施行期日を本年１２

月１日とするものであります。 

次に，「会社法の一部改正法の施行期日令」は，同改正法の施行期日を令和３年３

月１日とするものであり，「同改正法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

の一部の施行期日令」は，法人設立登記における印鑑届出の任意化等に関する規定

の施行期日を令和３年２月１５日とするものであり，「同改正法及び同改正法の施

行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う法務省関係政令の整備政令」

は，印鑑の提出を義務付ける規定の削除等に伴い，所要の形式的整備を行うもので

あります。 

次に，「道路法等の一部改正法の施行期日令」は，同改正法の施行期日を本年１１

月２５日とするものであり，「同改正法の施行に伴う関係政令の整備政令」は，指定

市以外の市町村が道路管理者に代わって行う歩行者利便増進改築に係る権限等に

ついて定めるものであります。 

次に，人事案件について，申し上げます。まず，検査官等４機関１１名の任命に

つき，両議院の同意を求めることについて，お手元に配布しております資料のとお

り，御決定をお願いいたします。 

次に，本山綱規外１４９名の叙位又は叙勲について，御決定をお願いいたします。 

〇加藤国務大臣：次に，大臣発言がございます。まず，総務大臣。 

〇武田国務大臣：本日，「消費者事故対策に関する行政評価・監視」の結果に基づき，

消費者庁長官及び厚生労働大臣に対して勧告を行います。この行政評価・監視では，

医業類似行為等による消費者事故について調査しました。調査の結果，地方公共団

体の保健所，警察機関及び消防機関から消費者庁への消費者事故等に関する情報の

通知などについて課題がみられたことを踏まえ，通知制度の周知徹底などを消費者

庁に求めるとともに，健康被害を生じさせた事業者などに対する必要な指導の徹底

を都道府県等に要請するよう厚生労働省に求めています。関係大臣におかれては，

今回の勧告の趣旨を御理解いただき，必要な措置を講じていただきますようお願い

申し上げます。 

〇加藤国務大臣：次に，井上大臣。 

〇井上国務大臣：今般の行政評価・監視も踏まえ，消費者庁においては，消費者事故
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等の通知制度の適切な運用に努めてまいります。その際，特に，医業類似行為等に

よる事故情報を一次的に受け付ける保健所，警察機関，消防機関を所管している省

庁，具体的には厚生労働省，警察庁，総務省消防庁においても適切な通知が行われ

るように御協力をお願いします。関係閣僚各位におかれましては，消費者の安全・

安心の確保に向けた御協力をお願いします。 

〇加藤国務大臣：これをもちまして，閣議を終了いたします。 

  引き続き，閣僚懇談会を開催いたします。 

西村大臣から御発言がございます。 

〇西村国務大臣：昨日公表した２０２０年７―９月期ＧＤＰ速報では，実質成長率は，

前期比プラス５．０％，年率換算で２１．４％と，４期ぶりのプラスとなり，比較

可能な１９８０年以降で過去最大の伸びとなりました。他方で，依然として，ＧＤ

Ｐギャップは相当程度存在し，経済はコロナ前の水準を下回った状態にあります。

今回の結果も踏まえ，我が国経済の課題として以下の４点が指摘できます。①社会

経済活動が引き上げられる中，第１次，第２次補正予算の効果もあって，経済は着

実に持ち直しているが，回復はまだ途上にあること，②設備投資が２期連続のマイ

ナスとなったことに見られるように，マインドは未だ守りの状態にあり，攻めに転

じていないこと，③国際機関の見通しでは，日本経済のコロナ前の水準への戻りが

遅く，成長力の強化が不可欠であること，④欧米の感染再拡大による輸出・生産へ

の影響や，足下の国内の感染者数の増加による個人消費への影響など下振れリスク

に十分な注意が必要であること。こうした認識の下，先般の総理より御指示のあっ

た新たな経済対策については，感染拡大を抑えながら雇用と事業を支えるとともに，

ポストコロナに向け，デジタル改革・グリーン社会の実現や，中小企業の経営転換

支援など，ワイズスペンディングの下，公的支出により成長分野への民間投資を呼

び込み，成長力の強化，民需主導の成長軌道の実現につながる施策を重点的に盛り

込むことが重要です。十分な効果を発揮できるような予算・税制・規制改革を含め，

あらゆる施策を総動員した総合的な対策のとりまとめに向け，関係各位の御協力を

お願いいたします。 

〇加藤国務大臣：ほかに御発言はございますか。 

  無いようですので，以上をもちまして，閣僚懇談会を終了いたします。 
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令和２年 

11月 17日 

◎ 一 般 案件

☆ ギ リシ ャ 国駐 箚 特 命全 権大 使 中 山泰 則外 ２ 名 に交

付 す べ き 信 任状 及 び 前任 特命 全 権 大使 清水 康 弘 外

２ 名 の 解 任 状に つ き 認証 を仰 ぐ こ とに つい て

（ 決 定 ）              （外 務 省 ）

◎ 国 会 提出 案件

1. 衆 議 院議 員 辻元 清 美 （ 立民 ） 提 出日 本学 術 会

議 会 員の 任 命を 拒 否 され た６ 名 の 研究 者に 関

す る 質問 に 対す る 答 弁書 につ い て （決 定）

（ 内 閣 府 本府） 

 ○ 1. 衆 議院 議 員 丸山 穂高 （ 無 ）提 出選 挙 管 理委 員

会 に 関す る 質問 に 対 する 答弁 書 に つい て

（ 決 定）            （総 務省 ）

1. 参 議 院議 員浜 田 聡 （み ん） 提 出 日本 放送 協 会

か ら 債権 回 収関 連 業 務を 委託 さ れ てい る法 人

に よ る業 務 が弁 護 士 法第 ７２ 条 に 抵触 する か

否 か に関 す る質 問 に 対す る答 弁 書 につ いて

（ 決 定）             （ 同上 ）

1. 衆 議 院議 員松 原 仁 （立 民） 提 出 マス ク着 用 を

義 務 付け る 政策 実 現 に関 する 質 問 に対 する 答

弁 書 につ い て（ 決 定 ）    （ 農 林水 産省 ）

1. 衆 議 院議 員丸 山 穂 高（ 無） 提 出 改正 動物 愛 護

管 理 法に 基 づく 犬 猫 の適 正な 飼 養 管理 基準 の

具 体 化に 関 する 質 問 に対 する 答 弁 書に つい て

（ 決 定）            （環 境省 ）

◎ 政 令 

○ 聴 覚障 害 者等 に よ る電 話の 利 用 の円 滑化 に 関 する

法 律 の 施 行 期日 を 定 める 政令 （ 決 定） （総 務 省 ）

（ 火 ）

資 料
な し

閣 議 案 件

資 料
あ り  

資 料
あ り

〔 別 添 〕
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○ 会 社法 の 一部 を 改 正す る法 律 の 施行 期日 を 定 める  

政 令 （ 決 定 ）            （法 務 省 ） 

〃  ○ 会社 法の 一 部 を改 正す る 法 律の 施行 に 伴 う関 係法  

律 の 整 備 等 に関 す る 法律 の一 部 の 施行 期日 を 定 め  

る 政 令 （ 決 定）            （ 同 上 ） 

〃  ○ 会社 法の 一 部 を改 正す る 法 律及 び会 社 法 の一 部を  

改 正 す る 法 律の 施 行 に伴 う関 係 法 律の 整備 等 に 関  

す る 法 律 の 施行 に 伴 う法 務省 関 係 政令 の整 備 に 関  

す る 政 令 （ 決定 ）           （ 同 上 ） 

〃  ○ 道路 法等 の 一 部を 改正 す る 法律 の施 行 期 日を 定め  

る 政 令 （ 決 定）         （国 土交 通 省 ） 

〃  ○ 道路 法等 の 一 部を 改正 す る 法律 の施 行 に 伴う 関係  

政 令 の 整 備 に関 す る 政令 （決 定 ）               

（ 国 土 交 通・財 務 省 ） 

 

◎ 人  事 

○ 検 査官 等 の任 命 に つき ，両 議 院 の同 意を 求 め るこ  

と に つ い て （決 定 ） 

〃  ☆ 元長 野県 公 立 学校 長本 山 綱 規外 １４ ９ 名 の叙 位又  

は 叙 勲 に つ いて （ 決 定） 

    

◎ 配  布 

☆ 栃 木 県 知事選 挙 結 果調        （ 総 務 省） 

 

 

〔 ○ 署 名あ り  ☆ 署 名な し〕   

資 料  
あ り  

資 料  
あ り  
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